
資料１－２  

要 綱 改 正 の 要 旨 

 

                                                    福祉保健部健康局医務課 

１ 要綱名 

   

  和歌山県死因究明等推進協議会設置要綱 

 

２ 改正理由 

 

委員に公の機関の者が多数おり、人事異動等を勘案した結果、会長の選任や任期

の定めを廃止し、協議会毎に委員を推薦することで実用的な運用を行えるよう要綱

の整備を行うため。 

 

３ 改正の要点 

 

 

（１） 会長の選出の廃止 

 

（２） 委員の任期の廃止 

 

  （３） 附則の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 施行予定期日 

   

令和３年度和歌山県死因究明等推進協議会から適用する。 

 

 

 

 

 


